
建設工事請負業者格付について

１　格付基準 ２　対象工事期間について（下表参照：黄）

　・令和５年度　　　客観点（P点）＋主観点項目（工事成績除く） ・令和５年度　対象期間無し

　・令和６年度以降　客観点（P点）＋主観点項目（工事成績含む） ・令和６年度　令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（１年間分）

・令和７年度　令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで（２年間分）※１

・令和８年度　令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年間分）※１

・令和９年度　令和５年１月１日から令和８年１２月３１日まで（３年間分）※２

・令和１０年度以降は令和９年度のサイクルを適用する。

３　格付有効期間について（下表参照：青） 4　補足説明

　・令和５年度　令和５年４月１日から令和６年５月３１日まで（２ヶ月延長）※３ ※１　令和７年度は直近２年間、令和８年度以降は直近３年間の工事成績の平均点を工事成績評点として審査を行う。

　・令和６年度　令和６年６月１日から令和７年５月３１日まで（１年間） ※２　サンプルが十分に確保できるため、滋賀県と同基準になるよう対象工事期間は１月１日から１２月３１日とする。

　・令和７年度　令和７年６月１日から令和８年５月３１日まで（１年間） ※３　令和５年度末の工事成績を反映させる必要があることから令和５年度格付の有効期間を２ヶ月延長する。

　・令和８年度　令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで（１年間） ※４　※２同様、滋賀県と同基準になるよう有効期間は４月１日から３月３１日までとする。

　・令和９年度　令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで（１年間）※４

　・令和１０年度以降は令和９年度のサイクルを適用する。

参照『建設工事請負業者格付有効期限および対象工事期間スケジュール表』
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